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令和３年 第４回阿賀野市農業委員会総会会議録 

 

１ 令和３年第４回阿賀野市農業委員会総会は、令和３年 ４月２８日(水) 午後１時３０分より、

阿賀野市 笹神支所 ４階 議場に招集された。 

２ 出席者は次のとおりである。 

   ○農業委員 

 １番 曽 我 憲 司  ２番 渡 辺   隆 ３番 上 松 千 恵 

４番 本 間 多佳子  ５番 皆 川 光 浩  ６番 見尾田 正 行 

 ７番 阿 部 萬紀夫  ８番 齋 藤 瑞 穂 ９番 菅 井   茂 

１０番 渡 邉   悟 １１番 五十嵐 佐 敏 １２番 遠 山   登 

１３番 松 田 昭 悦 １４番 笠 原 尚 美 １５番 栁   壽 一 

１６番 大 堀 哲 男 １７番 小 林 章 男 １８番 相 馬 重 男 

１９番 小 嶋   覚   

   ○推進委員 

 １番 渡 邉   聡 ２番 加 藤 卓 也  ３番 辻   繁 雄 

４番 中 村 孝 幸 ５番 宮 嶋 市 郎 ６番 能㔟山 嘉 雄 

 ７番 羽 田 正 栄  ８番 上 松 浩 二 ９番 小 林  司 

１０番 伊 藤 剛 栄 １１番 細 山 徹 也 １２番 長谷川 政 男 

１３番 松 﨑   学 １４番 青 木   等 １５番 蕪 木   緑 

３ 欠席委員   

○農業委員   

２番 渡 辺   隆 

８番 齋 藤 瑞 穂 

１２番 遠 山   登 

１７番 小 林 章 男 

１８番 相 馬 重 男 

○推進委員   

４番 中 村 孝 幸 

５番 宮 嶋 市 郎 

８番 上 松 浩 二 

１１番 細 山 徹 也 

１３番 松 﨑   学 

１４番 青 木   等 

１５番 蕪 木   緑 

４ 遅参委員   な し 

５ 早退委員   な し 

６ 会長の命により出席した者 

   事務局長           齋 藤 和 彦 

      次長             木 村 秀 行 

係長             齋 藤   恵 

主幹             山 崎 一 之 

主任             長谷川 幸 太 

７ 会議の日程は次のとおりである。 
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日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第４  報告第２号 農地転用事実確認証明書の交付について 

日程第５  報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画の決定について 

日程第６  議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第７  議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

日程第８  議案第３号 事業計画変更の承認申請について 

日程第９  議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定について 

日程第１１ 議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について 

日程第１２ 議案第７号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

日程第１３ そ の 他 

 

８ 審議の結果は次のとおりである。 
 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今より令和３年４月定例総会を開会いたします。 

 只今の出席委員は、１４名です。定足数に達しております。 

 本日の欠席委員は、２番 渡辺 委員、８番 斎藤 委員、１２番 遠山 委員、１７番 小

林 委員、１８番 相馬 委員の５名です｡ 

 推進委員の欠席は、４番 中村 推進委員、５番 宮嶋 推進委員、８番 上松 推進委員、

１１番 細山 推進委員、１３番 松崎 推進委員、１４番 青木 推進委員、１５番 蕪木 推

進委員、の７名です。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員を指名いたします。 

３番 上松 委員、４番 本間 委員、１６番 大堀 委員を指名したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認め、議事録署名委員を、３番 上松 委員、４番 本間 委員、１６番 大堀 委

員にすることに決定しました。 

続きまして、日程第２ 会期の決定についてお諮りします。 

 会期については、本日１日限りにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認め、会期を本日１日限りにすることに決定しました。 

 本日の書記は、齋藤 局長、木村 次長、齋藤 係長、山崎 主幹、長谷川 主任でありま

す。 

 それでは、日程第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

を議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について説明をいたします。 

議案書の１ページをご覧ください。 

議案書の読み上げ方を、貸出人・借受人欄を省略し「受付番号」・「土地の所在」・「地目」

の順に読み上げさせて頂きます。 

農用地利用集積計画（賃貸借権設定）の解約です。 

受付番号１番、畑江、地目は台帳・現況がともに田、地積１，１２３㎡、これを含めま

して合計６筆で５，８３６㎡です。 

契約の内容が令和３年２月１１日から令和８年２月１０日まで、解約事由が「農地中間
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

管理権設定のため」です。 

解約及び引渡年月日がともに令和３年３月３１日です。 

受付番号２番、本明字家ノ浦（イエノウラ）、地目は台帳・現況がともに田、地積１，

９１６㎡、これを含めまして合計２筆で３，８０８㎡です。 

契約の内容が令和元年５月１１日から令和４年１２月１０日まで、解約事由が「売買の

ため」です。 

解約及び引渡年月日がともに令和３年３月３１日です。 

農地利用集積円滑化事業により受付番号３番案件も同様です。 

 

以上で報告第１号 農地法第 1８条第６項の規定による通知について説明を終ります。 

 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。 

 報告案件ではありますが、質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

 続きまして、日程第４ 報告第２号 農地転用事実確認証明書の交付について、を議題

といたします。 

事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

 

議案書の３ページをご覧ください。 

報告第２号 農地転用事実確認証明書の交付について説明をいたします。 

受付番号１番 申請者は記載のとおりです。 

土地の所在が北本町、地目は台帳・現況がともに畑、地積１９９㎡、 転用目的が資材

置場拡張です。 

許可年月日、許可番号が平成４年４月２１日、新潟県指令芝農地第９０１４７号です。 

完了年月日が平成４年８月１０日です。 

続きまして、受付番号２番、申請者は記載のとおりです。 

土地の所在が北本町で受付番号１番の隣地です。 

地目は台帳・現況がともに畑、地積２０９㎡、 転用目的が資材置場拡張です。 

許可年月日、許可番号が平成２４年１月１８日、阿農委第５２３０２３号です。 

完了年月日が令和元年７月１０日です。 

申請地の確認状況は、４月１３日、地区担当委員と事務局で確認してまいりました。 

申請地は計画どおり資材置場として使用されておりました。 

場所につきましては、４ページ、５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、北本町地内、都市計画法に規定する用途地域の「第一種住居地域」に定めら

れており第３種農地になります。 

６ページには更正図に申請地を塗りつぶしで表示しております。 

７ページは土地利用計画図を掲載しています。 

自宅や事務所がある既存の敷地では資材置場が不足するため、隣接する当該地を転用し

資材置場として使用していたものです。 

担当委員からも申請のとおり使用されていたとの確認も取れましたので、地区担当委員

と協議のうえ、４月１４日付で申請者宛交付したことを報告いたします。 

 

以上で報告第２号、農地転用事実確認証明書の交付について説明を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 
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委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

事務局 

（木村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 なお、この案件につきましては、現地調査を実施しておりますが、現地確認委員の１７

番 小林 委員が欠席のため、事務局報告のとおりとさせていただきます。 

報告案件ではありますが、質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

－ 説明員  交代  木村次長 － 

 

続きまして、日程第５ 報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用

配分計画の決定について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。木村 次長、お願いします。 

 

報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画の決定につい

て、報告いたします。 

はじめに、地目の修正をお願いいたします。４１ページの下から２段目の現況地目を畑

に修正願います。 

それでは報告させていただきます。 

令和３年２月２６日開催の定例総会で承認された農地中間管理権設定の農地等、全６７

件、２９９筆、２９７，４５７.７２㎡について、報告します。 

議案書は８ぺージからとなります。 

土地の所在地、地目、地積、賃貸借料につきましては、農地中間管理権設定で固定して

おりますので、案件ごとの読み上げを省略します。 

令和３年５月２８日、新潟県が公告をすることから、期間の開始は令和３年５月２９日、

終了及び賃貸借料は前月集積計画と同様で終了及び賃借料は固定です。 

配分の移転については、８ページ、１０１番・１０２番案件で移転の理由は、耕作者変

更です。 

移転後の期間及び賃貸借料は、当初配分と同様で固定です。 

４０ページから４３ページ、１７９番・１８０番案件については所有者不明案件で、新

潟県知事の裁定により公益社団法人 新潟県農林公社が利用権を取得した旨の告示が令

和３年４月９日に新潟県によりなされたことにより、借り受け希望者に対し利用権の配分

が行われるもので、期間の開始は令和３年６月１日、終了は令和８年５月３１日までの５

年間、賃貸借料は固定で、新潟県農林公社より新潟地方法務局新津支局へ供託されます。 

なお、配分計画の譲受人は、農地中間管理事業、農用地等借受申出登録者です。 

 

以上、報告を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

  

（ 「な し」の声 ） 

  

質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

ここで、説明員を交代いたします。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

－ 説明員  交代  長谷川主任 － 

 

続きまして、日程第６ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

 

議案書４４ページをご覧ください。 

議案第１号 農地法第３条第１号の規定による許可申請について説明いたします。 

申請内容は、所有権移転です。 

受付番号１番 上江端字興野（コウヤ）、地目は台帳・現況がともに畑、地積５８３㎡

です。 

譲受・譲渡理由は「耕作利便」と「財産処分」です。  

契約の内容は贈与による所有権移転です。 

以上ですが、本議案について、審査基準の全ての項目について、申請書に記載された内

容が、当該審査基準に該当するか否かについて説明を申し上げます。 

 最初に、申請地に小作人がいるかどうかについては、農地基本台帳及び申請者より該当

しないことを確認いたしました。 

 また、譲受人が権利取得後に、今回取得する全ての農地について耕作されるかという点

については、譲受人からの聴取及び農機具等の所有状況から耕作が行われるものと判断い

たしました。 

 次に権利取得後の農業従事及び効率的な利用については、通作距離及び農機具等の所有

状況等から、問題はないと判断いたしました。 

下限面積については、全ての案件について要件を満たしております。 

また、地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果でも「許可相当」

との報告をいただいております。 

  

以上で議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について説明を終わり

ます。  

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご質疑がございまし

たらお願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、原案

のとおり承認し許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

 従いまして、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、原案の

とおり承認し許可することに決定いたしました。 

 続きまして、日程第７ 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

 

４５ページをご覧ください。 
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（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について説明いたします。 

受付番号１番、永久転用で、申請人は記載のとおりです。  

土地の所在が蒔田字袖ノハ（ソデノハ）、地目は台帳・現況がともに田、地積が１，１

９２㎡です。 

転用目的は資材置場で、資金計画は記載のとおりです。 

農地区分につきましては、良好な営農条件を備えている概ね１０ｈａ以上の規模の一団

の農地の区域内と判断し第１種農地となります。 

許可基準は、「申請に係る土地周辺において居住する者の業務上必要な施設で集落に接

続して設置されるもの」であり、許可できるものと判断しました。 

転用事由は、申請者は自宅の隣地にプレハブの事務所を建て、その敷地を水道設備工事

用の機械や資材の置場、従業員の駐車場として使用していますが、事業の拡大により手狭

になったため、事務所から近い当該地を新たに資材置場として利用するため、農地転用申

請するものです。 

場所につきましては、４６・４７ページの位置図・案内図をご覧ください。 

笹神地区、蒔田集落内の集落に接続している農地です。 

４８ページは更正図です。申請地を太枠で囲んで表示しております。 

４９ページは土地利用計画図です。申請地は、舗装はせず、図のように水道設備工事用

の資材や重機を置く計画となっています。 

５０ページは排水計画図です。雨水は図のように敷地の北側と南側の水路に流す計画で

す。 

  

以上で議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について、説明を終りま

す。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 なお、この案件につきましては、現地調査を実施しておりますが、現地確認委員の２番 

渡辺 委員が欠席のため、事務局報告のとおりとさせていただきます。 

これから審議に入ります。議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につ

いて、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、原案

のとおり承認し、許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

 従いまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、原案のと

おり承認し、許可することに決定いたしました。 

続きまして、日程第８ 議案第３号 事業計画変更の承認申請について、を議題といた

します。 

 事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

 

議案書５１ページをご覧ください。 

議案第３号 事業計画変更の承認申請について説明をいたします。 

受付番号３番、当初計画者と継承者は記載のとおりです。 

土地の所在が北本町、地目は台帳が田・現況が畑、地籍は４２７㎡です。 

当初計画内容は、個人住宅建築用地です。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画変更の理由ですが、当初計画者は個人住宅を建築するため、平成２５年９月１

８日付け阿農委第５２５０２３号で５条許可を得て所有権移転を行いました。 

しかし、高齢となり転居が困難となっていたところ、住宅用地として購入希望者が現れ

たため、当初計画を断念し事業計画変更を申請するものです。 

農地区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域の「第一種低層住居専

用地域」に定められており、第３種農地となります。 

場所につきましては、５２・５３ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、阿賀用水右岸土地改良区連合の事務所から南へ５００メートル程の住宅地の

中に位置しております。 

５４ページには更正図に申請地を太枠で囲んで表示しております。 

５５ページは変更前の土地利用計画図・排水計画図です。 

５６ページは継承後の土地利用計画図・排水計画図になります。雨水は道路側溝に流し、

生活雑排水は、転用許可後に公共桝を取り付けて、公共下水道へ接続する計画です。 

５７ページは住宅の平面図を掲載しております。 

 

以上で、議案第３号 事業計画変更の承認申請について説明を終わります。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 なお、この案件につきましては、現地調査を実施しておりますが、現地確認委員の２番 

渡辺 委員が欠席のため、事務局報告のとおりとさせていただきます。 

これから審議に入ります。議案第３号 事業計画変更の承認申請について、ご質疑がご

ざいましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第３号 事業計画変更の承認申請について、原案のとおり承認し、

許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

 従いまして、議案第３号 事業計画変更の承認申請について、原案のとおり承認し、許

可することに決定いたしました。 

続きまして、日程第９ 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

  

５８ページをご覧ください。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明いたします。 

受付番号１番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が北本町、地目は台帳が畑・現況が宅地、地積は１６㎡です。 

転用目的は住宅敷地の拡張で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年５月１０日から令和３年５月１０日まで、農地区分につきまして

は、都市計画法に規定する用途地域の「第一種住居地域」に定められており、第３種農地

となります。許可基準は許可可能であります。 

転用事由は、譲渡人の先代が農地転用の許可を得ないまま作業小屋を建てていた始末書

付きの案件です。 

申請地は、譲渡人が相続の手続きで分かった土地ですが、譲受人の兄が隣地の８０２－
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５、８０４－５を昭和４６年頃に小屋が建っている状態で購入していましたが、このたび、

申請地を譲り受けるものです。 

場所につきましては５９・６０ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、福祉会館から北へ４００メートル程の住宅地の中に位置しております。 

６１ページの更正図には申請地を塗りつぶしで表示しております。（更生図では、申請

地と８０４－５が分かれて書かれていますが、実際は隣接している土地です。 

62 ページは土地利用計画図を掲載しております。譲受人の自宅が隣接しており、住宅

敷地を拡張するものです。 

 

続きまして、６３ページをご覧ください。 

受付番号２番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が日の出町、地目は台帳が田・現況が畑、地積３７７㎡、これを含めまして

合計３筆、４０８．０３㎡です。 

転用目的は個人住宅建築用地、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年５月１５日から令和４年３月３１日まで、農地区分につきまして

は、都市計画法に規定する用途地域の「第二種中高層住居専用地域」に定められており、

第３種農地となります。許可基準は許可可能であります。 

転用事由は、申請者は現在アパートに居住していますが、子供が大きくなり手狭となっ

たため、当該地を購入し住宅を新築するものです。 

場所につきましては、６４・６５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、白鳥会館から南東へ２５０ｍ程の県道水原出湯線沿い位置しております。 

６６ページには更正図に申請地を塗り潰しで表示しております。 

６７ページは土地利用計画図・排水計画図です。生活雑排水は公共下水道に接続します。

雨水は道路側溝に流す計画となっております 

６８・６９ページは建物平面図、７０ページは立面図となっています。 

 

続きまして、７１ページをご覧ください。 

受付番号３番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が上中字屋敷添（ヤシキゾイ）、地目は台帳・現況がともに畑、地積１５２

㎡、これを含めまして合計３筆、４４９㎡です。 

転用目的は個人住宅建築用地、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年６月１０日から令和３年８月１０日まで、農地区分につきまして

は、申請地が水道管、下水道管の２種類が埋設されている道路の沿道の区域にあって、容

易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請地から概ね５００ｍ以内に二

つ以上の教育施設、医療施設その他公共施設が存在することから第３種農地となり、許可

可能であります。 

転用事由は、申請者は現在、親と同居していますが、結婚するため当該地を購入して住

宅を新築するものです。 

場所につきましては、７２・７３ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、堀越小学校から東へ１００ｍ程の住宅地の中にあり、申請地から概ね５００

ｍ以内には、堀越小学校、あやめ保育園、うちだ内科、田中皮膚科、ながい眼科クリニッ

クなどの施設があります。 

７４ページには更正図に申請地を塗り潰しで表示しております。 

７５ページは土地利用計画図・排水計画図です。生活雑排水は公共下水道に接続します。

雨水は道路側溝に流す計画となっております 

７６ページは建物平面図、７７ページは立面図となっています。 

 

続きまして、７８ページをご覧ください。 

受付番号４番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  
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土地の所在が上中字屋敷添（ヤシキゾイ）、地目は台帳・現況がともに畑、地積９５㎡、

これを含めまして合計３筆、２８２㎡です。 

転用目的は駐車場用地、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年６月１０日から令和３年６月２５日まで、農地区分につきまして

は、申請地が水道管、下水道管の２種類が埋設されている道路の沿道の区域にあって、容

易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請地から概ね５００ｍ以内に二

つ以上の教育施設、医療施設その他公共施設が存在することから第３種農地となり、許可

可能であります。 

転用事由は、申請者は近くで飲食業を営んでいますが、客や従業員の駐車場が不足して

いるため、当該地を購入して露天駐車場用地として利用するものです。 

受付番号３番案件の隣地で、申請者は３番案件の申請者の親です。 

場所につきましては、７９・８０ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、堀越小学校から東へ１００ｍ程の住宅地の中にあり、申請地から概ね５００

ｍ以内には、堀越小学校、あやめ保育園、うちだ内科、田中皮膚科、ながい眼科クリニッ

クなどの施設があります。 

８１ページには更正図に申請地を塗り潰しで表示しております。 

８２ページは土地利用計画図です。砂利敷きで９台止められる駐車場を計画していま

す。 

 

続きまして、８３ページをご覧ください。 

受付番号５番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が上江端字下上ノ山（シモカミノヤマ）、地目は台帳・現況がともに田、地

積が９８９㎡、これを含めまして合計１４筆、１４，６９０㎡です。 

転用目的は陸砂利採取事業で、資金計画は記載のとおりです 

工事期間が令和３年５月２５日から令和４年１１月２４日まで、農地区分は農用地区域

内となっており原則許可できない場所でありますが、砂利採取事業による一時的な転用で

あり例外的に許可できるものとなっております。 

転用事由は、圃場整備を行いより良い農地に復旧するための手段として、陸砂利採取を

実施するものです。 

場所につきましては、８４・８５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

上江端集落の北側に位置しております。 

８６ページは更正図で、申請地を太枠で囲んで表示しております。 

８７ページには、土地利用計画を掲載しました。 

８８ページは、全体の土地利用計画図です。太枠で囲んであります第２期と書かれてい

る場所が今回の申請箇所になります。 

 

続きまして、８９ページをご覧ください。 

受付番号６番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が千唐仁字下島（シタジマ）、地目は台帳・現況がともに畑、地積８３㎡で

す。 

転用目的は来客用駐車場・雪捨て場用地、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年５月１日から令和４年４月３０日まで、農地区分につきましては、

良好な営農条件を備えている概ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内と判断し第

１種農地となります。 

許可基準は、「申請に係る土地周辺において居住する者の日常生活上必要な施設で集落

に接続して設置されるもの」であり、許可できるものと判断しました。 

転用事由は、申請者は自宅敷地に家族用の車庫はあるが、来客用の駐車場と、雪が積も

ると雪の捨て場所がないので、親戚である所有者から自宅前である当該地を譲り受けて露

天駐車場敷地及び雪捨て場として利用するものです。 

所有者は、妻から相続した土地で基は妻の実家の土地ですが、自宅から遠く畑の必要も
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委員 

（五十嵐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

ないので、妻の実家の分家である譲受人に贈与するものです。 

場所につきましては、９０・９１ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区、千唐仁集落内の集落に接続している土地です。 

９２ページには更正図に申請地を太枠で囲んで表示しております。 

９３ページは土地利用計画図です。車が２台止められる計画です。 

 

続きまして、９４ページをご覧ください。 

受付番号７番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が北本町、地目は台帳が田・現況が畑、地籍４２７㎡です。 

転用目的は個人住宅建築用地です。資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年５月１７日から令和３年９月３０日まで、農地区分は、都市計画法

第８条第１項第１号に規定する用途地域の「第一種低層住居専用地域」に定められており、

第３種農地となります。 

転用事由は、事業計画変更をしての転用で、当初計画者は個人住宅を建築するため、平

成２５年９月１８日付けで５条許可を得て所有権移転を行いましたが、高齢となり転居が

困難となっていたところ、住宅用地として購入希望者が現れたため、当初計画を断念し事

業計画変更するもので、継承者は結婚し子供も生まれたため、当該地を購入して住宅を新

築するものです。 

場所につきましては、９５・９６ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、阿賀用水右岸土地改良区連合の事務所から南へ５００ｍ程の住宅地の中に位

置しております。 

９７ページには更正図に申請地を太枠で囲んで表示しております。 

９８ページは、土地利用計画図・排水計画図になります。雨水は道路側溝に流し、生活

雑排水は、転用許可後に公共桝を取り付けて、公共下水道へ接続する計画です。 

５７ページは住宅の平面図を掲載しております。 

 

以上で、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明を終わり

ます。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、 

現地確認報告をお願いいたします。 

２番案件、３番案件、６番案件について、１１番 五十嵐 委員 より、現地確認報告

をお願いします。 

 

 １１番 五十嵐です。 

 ２番案件について、事務局の説明のとおりでありますが、６５ページの案内図を見てい

ただきますと、申請地が道路と道路の間に挟まれた場所で、その道路が接続する先端に位

置しており、雨水は道路側溝へ、生活排水は下水道へ接続されますので問題ないものと確

認してきました。 

 続きまして３番案件ですが、７４ページの更正図を見ていただきますと、お解かりにな

るとおり扇型の土地でありますが、東側が宅地になり、西側が今回、駐車場として申請が

上がっております。 

 住宅地の中心に位置しておりますので、問題ないものと確認してきました。 

 最後に、８９ページの６番案件ですが、９２ページの更正図を見ていただきますと、縦

長の土地になっております。 

その西側が宅地となっておりますが、今現在は更地になっておりまして、これも臨時の

駐車場として使用していることから問題ないものと確認してきました。 

 

ありがとうございました。 
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現地確認報告が終わりました。 

なお、１番案件、４番案件、５番案件、７番案件につきましても、現地調査を実施し

ておりますが、１番案件、４番案件の現地調査委員の、１２番 遠山 委員、５番案件、７

番案件の現地調査委員の、２番 渡辺 委員が欠席のため、事務局報告のとおりとさせてい

ただきます。 

これから審議に入ります。議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、原案

のとおり承認し、許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

 従いまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、原案の

とおり承認し、許可することに決定いたしました。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  山崎主幹 ─ 

 

続きまして、日程第１０ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利

用集積計画の決定について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。山崎 主幹、お願いします。 

 

内容説明の前に、議案書の訂正をお願いします。 

１４３ページから１４４ページ、番号１７番の開始年を令和３に訂正をお願いいたしま

す。 

それでは、議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決

定について説明申し上げます。 

では、表紙をご覧ください。全体の受付状況を申し上げます。 

今月の受付状況は、所有権移転 ７件 １１筆 ８，３６０㎡、賃貸借権設定 １７件 

９３筆 ８９，５０８㎡、使用貸借権設定 １件 ３７筆 ５３，３７２㎡、農地中間管

理権設定 ６０件 ４８８筆 ４６４，０３６.６３㎡となります。 

 

最初に所有権移転の案件です。 

議案書は、１００ページからとなっております。 

譲渡人、譲受人の読み上げを省略させていただきます。 

受付番号、土地の所在地、台帳・現況地目、地積、内容順に申し上げます。 

 なお、譲受人のみなさんは、「認定農業者」又は、「あっせん譲受等 候補者名簿」登載

者です。 

受付番号１番、土地の所在が保田字砂山、台帳・現況とも田、６３４㎡、１筆を総額３

２０，０００円で売買するものです。 

受付番号２番、土地の所在が、小浮字前島、台帳・現況とも畑、８２９㎡、１筆を１０

ａ当たり２５０，０００円で売買するものです。 

受付番号３番、土地の所在が本明字家ノ浦、台帳・現況とも田、１，９１６㎡、これを

含め合計２筆 ３，８０８㎡を１０ａ当たり５５０，０００万円で売買するものです。 

受付番号４番、土地の所在が小浮字前島、台帳・現況とも畑、１６０㎡、これを含め合

計４筆 ４７１㎡を１０ａ当たり総額１５０，０００円で売買するものです。 
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１０１ページ、受付番号５番、土地の所在が熊井新田字中島、台帳・現況とも田、１，

０１８㎡、１筆を６番案件と利便性を考慮し、差金なしで交換するものです。 

受付番号６番、土地の所在が熊井新田字中島、台帳・現況とも田、１，０５７㎡、１筆

を５番案件と利便性を考慮し、差金なしで交換するものです。 

受付番号７番、土地の所在が小浮字諏訪野、台帳・現況とも田、５４３㎡、１筆を１０

ａ当たり７００，０００円で売買するものです。 

 

続きまして、賃貸借権の設定について説明申し上げます。 

なお、更新案件につきましては、説明を省略させていただきます。 

１０２ページをご覧下さい。 

受付番号４番、土地の所在が保田字駒込、台帳・現況とも田、１，６６３㎡、これを含

め合計２筆 ２，３０８㎡を令和３年５月１１日から令和８年２月１０日まで、総額１９，

０００円で賃貸借するものです。 

 

１０６ページ、受付番号７番、土地の所在が猫山字山田、台帳・現況とも田、９６１㎡、

これを含め合計３筆 ２，２９２㎡を令和３年５月１１日から令和１３年３月１０日ま

で、１０ａ当たりコシヒカリ１２０㎏で賃貸借するものです。 

 

１０７ページ、受付番号９番、土地の所在が寺社字曲田、台帳・現況とも田、１，９０

８㎡、これを含め合計２筆 ３，７９４㎡を令和３年５月１１日から令和１３年２月１０

日まで１０ａ当たりコシヒカリ９０kgで賃貸借するものです。 

受付番号１０番、土地の所在が関屋字道上、台帳・現況とも畑、４９７㎡、これを含め

合計２筆 ２，０２３㎡を令和３年５月１１日から令和６年２月１０日まで、１０ａ当た

り５，０００円で賃貸借するものです。 

 

１０９ページ、受付番号１３番、土地の所在が保田字源四郎、台帳・現況とも田、９３

４㎡、１筆を令和３年５月１１日から令和８年２月１０日まで、総量コシヒカリ６０kg

で賃貸借するものです。 

受付番号１６番、土地の所在が里字林崎、台帳 畑・現況 田、３６０㎡、１筆を令和

３年５月１１日から令和１０年２月１０日まで、１０ａ当たり２５，０００円で賃貸借す

るものです。 

受付番号１７番、土地の所在が小浮字千刈、台帳・現況とも田、４０３㎡、１筆を令和

３年５月１１日から令和８年３月１０日まで、１０ａ当たり２０，０００円で賃貸借する

ものです。 

 

続きまして、使用貸借権の設定について、説明いたします。 

１１２ページ、受付番号１４番、土地の所在が日の出町、台帳・現況 とも田、２，０

２３㎡、これを含め合計３７筆 ５３，３７２㎡を令和３年５月１１日から令和１３年３

月２９日まで、使用貸借するものです。 

  

最後に中間管理権設定になります。 

件数が多いため、先に期間を説明いたします。 

開始は全案件令和３年５月１１日で、終了については令和９年５月１０日、又は、令和

１３年５月１０日の設定となります。 

以降期間の読み上げは省力いたします。 

１１７ページ、受付番号１番、土地の所在、深堀字曽根、台帳・現況とも田、１，０１

１㎡、これを含め合計３５筆 ３６，０６８㎡を０円で設定するものです。 

 

１２０ページ、受付番号２番、土地の所在、深堀字居浦、台帳・現況とも田、２２４㎡、

これを含め合計９筆 ４，３８８㎡を０円で設定するものです。 
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１２１ページ、受付番号３番、土地の所在、深堀字次塚、台帳・現況とも田、１，０１

１㎡、これを含め合計１４筆 １６，７３３㎡を０円で設定するものです。 

 

１２３ページ、受付番号４番、土地の所在が深堀字曽根、台帳 畑・現況とも田、２０

９㎡、これを含め合計１６筆 １０，３６０㎡を０円で設定するものです。 

 

１２５ページ、受付番号５番、土地の所在、小河原字新江向、台帳・現況とも田、７２

０㎡、これを含め合計２６筆 ２８，７７２㎡を３０，０００円で設定するものです。 

 

１２８ページ、受付番号６番、土地の所在、堀越字仲作、台帳・現況とも田、２，０２

３㎡、これを含め合計１０筆 ９，０４８㎡を２３，０００円、２０，０００円で設定す

るものです。 

 

１２９ページ、受付番号７番、土地の所在、牧島字ママノ内、台帳・現況とも田、１，

０２１㎡、これを含め合計３筆 ３０６３㎡を２０，８００円、６，１００円で設定する

ものです。 

受付番号８番、土地の所在、堀越字堂ノ下、台帳・現況とも田、４４２㎡、これを含め

合計１４筆 １１，８３３㎡を２０，８００円で設定するものです。 

 

１３１ページ、受付番号９番、土地の所在、堀越字石船戸、台帳・現況とも田、４７２

㎡、これを含め合計１３筆 １１，６８２㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１３２ページ、受付番号１０番、土地の所在、庄ケ宮字細田、台帳・現況とも田、９８

０㎡、これを含め合計６筆 ７，２９６㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１３３ページ、受付番号１１番、土地の所在、堀越字大曲、台帳・現況とも田、１７１

㎡、これを含め合計２６筆 １３，２３３㎡を２３，０００円、２１，０００円、２０，

０００円、１０，０００円、０円で設定するものです。 

 

１３６ページ、受付番号１２番、土地の所在、土橋字川尻、台帳・現況とも田、８０４

㎡、１筆を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号１３番、土地の所在、堀越字蕪木、台帳・現況とも田、８３６㎡、これを含め

合計７筆 ５，２４２㎡を２１，０００円、２０，０００円で設定するものです。 

 

１３７ページ、受付番号１４番、土地の所在、東町字猪屋敷、台帳・現況とも田、４７

６㎡、これを含め合計４筆 ３，６５３㎡を２０，０００円で設定するものです。 

受付番号１５番、土地の所在、発久字上田、台帳・現況とも田、９８㎡、これを含め合

計９筆 ７，３８４㎡を２３，０００円、０円で設定するものです。 

 

１３８ページ、受付番号１６番、土地の所在、熊井新田字上ノ山、台帳・現況とも田、

９９８㎡、これを含め合計４６筆 ２４，９１５.９３㎡を２２，０００円で設定するも

のです。 

 

１４３ページ、受付番号１７番、土地の所在、堀越字市ノ山、台帳・現況とも田、９６

５㎡、これを含め合計１１筆 ７，５３４㎡を２１，０００円、１３，５００円で設定す

るものです。 

 

１４４ページ、受付番号１８番、土地の所在、山口字久保田、台帳・現況とも田、９５

７㎡、１筆を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号１９番、土地の所在、中島字内長田、台帳・現況とも田、８３３㎡、１筆を２

３，０００円で設定するものです。 
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１４５ページ、受付番号２０番、土地の所在、田中字中道上、台帳・現況とも田、８３

８㎡、これを含め合計１０筆 ５，８９８㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１４６ページ、受付番号２１番、土地の所在、上中字大荒田、台帳・現況とも田、４８

５㎡、１筆を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号２２番、土地の所在、上江端字下上ノ山、台帳・現況とも田、１，０１１㎡、

これを含め合計２筆 ２，０４２㎡を１４，０００円で設定するものです。 

受付番号２３番、土地の所在が五分市字辰ノ尾、台帳・現況とも田、５１５㎡、１筆を

２３，０００円で設定するものです。 

受付番号２４番、土地の所在、堀越字市ノ山、台帳・現況とも田、２，０２３㎡、これ

を含め合計１６筆 ９，２０７㎡を２３、０００円、２２，５３０円、２０，０００円、

１４，５００円、１０，０００円、０円で設定するものです。 

 

１４８ページ、受付番号２５番、土地の所在、堀越字石船戸、台帳・現況とも田、１，

０２４㎡、これを含め合計５筆 ４，８２５㎡を１０，０００円で設定するものです。 

 

１４９ページ、受付番号２６番、土地の所在、保田字北田、台帳・現況ともに田、１，

９７７㎡、これを含め合計１２筆 １７，０００㎡を２０，０００円で設定するものです。 

 

１５０ページ、受付番号２７番、土地の所在が中島字江添、台帳・現況とも田、１，０

１１㎡、これを含め合計１１筆 １７，１９４㎡を２５，５０００円で設定するものです。 

 

１５１ページ、受付番号２８番、土地の所在が牧島字ママノ内、台帳・現況とも田、１，

０２１㎡、これを含め合計３筆 １，４５７㎡を２０，８００円で設定するものです。 

受付番号２９番、土地の所在が新飯田字新飯田原、台帳・現況とも田、３３０㎡、これ

を含め合計２筆 ９６４㎡を０円で設定するものです。 

 

１５２ページ、受付番号３０番、土地の所在が姥ケ橋字土居下、台帳・現況とも田、１，

７２９㎡、これを含め合計２１筆 ２０，６２２㎡を２５，０００円で設定するものです。 

 

１５４ページ、受付番号３１番、土地の所在 小浮、台帳・現況とも田、２，５３３㎡、

これを含め合計４筆 １０，８９２㎡を２５，０００円で設定するものです。 

受付番号３２番、土地の所在 水原字下ケ江、台帳・現況とも田、１，３７８㎡、これ

を含め合計６筆 １０，５９０㎡を２５，０００円で設定するものです。 

 

１５５ページ、受付番号３３番、土地の所在 山口字上野地、台帳は雑、現況は田、２

２㎡、これを含め合計７筆 １０，６６１㎡を２５，０００円、０円で設定するものです。 

 

１５６ページ、付番号３４番、土地の山口字上野地、台帳・現況とも田、１，８４５㎡、

これを含め合計７筆 ８，０６５㎡を２５，０００円で設定するものです。 

 

１５７ページ、受付番号３５番、土地の所在 水原字中谷地、台帳・現況とも田、１，

９９９㎡、１筆を２３，６００円で設定するものです。 

受付番号３６番、土地の所在保田字上野林、台帳は畑、現況は田、１，９２６㎡、これ

を含め合計１０筆 １３，９００㎡を１０，０００円、０円で設定するものです。 

 

１５８ページ、受付番号３７番、土地の所在 分田字海口、台帳・現況とも田、９９６

㎡、これを含め合計１６筆 １５，４６８㎡を２５，０００円、２３，０００円で設定す

るものです。 

 

１６０ページ、受付番号３８番、土地の所在 堀越字石船戸、台帳・現況とも田、１，

０２４㎡、１筆を２０，０００円で設定するものです。 
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受付番号３９番、土地の所在 山本新字土為ノ内、台帳・現況とも田、１，３２７㎡、

これを含め合計３筆 ３，７７１㎡を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号４０番、土地の所在 駒林字大田、台帳・現況とも田、２，１６１㎡、これを

含め合計５筆 ８，２３０㎡を２３，０００円で設定するものです 

 

１６１ページ、受付番号４１番、土地の所在 堀越字蕪木、台帳・現況とも田、９００

㎡、これを含め合計１５筆 ８，４５２.６１㎡を２０，０００円、１５，０００円で設

定するものです 

 

１６２ページ、受付番号４２番、土地の所在 上江端字欠の下、台帳・現況とも田、１，

９９６㎡、これを含め合計３筆 ２，９９７.０９㎡を２，０００円で設定するものです 

 

１６３ページ、受付番号４３番、土地の所在 上中字大荒田、台帳・現況とも田、１，

５３７㎡、１筆を２３，０００円で設定するものです 

受付番号４４番、土地の所在 牧島字フケ、台帳・現況とも田、１，０２１㎡、これを

含め合計２筆 ２，０４２㎡を２４，０００円で設定するものです 

受付番号４５番、土地の所在 庄ケ宮字セキ下、台帳・現況とも田、１，９８０㎡、１

筆を２３，０００円で設定するものです 

受付番号４６番、土地の所在 庄ケ宮字セキ下、台帳・現況とも田、１，９８０㎡、１

筆を２３，０００円で設定するものです 

 

１６４ページ、受付番号４７番、土地の所在 山口字中野地、台帳・現況とも田、９５

８㎡、これを含め合計２筆 １，９１６㎡を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号４８番、土地の所在 分田字外山王、台帳・現況とも田、９７１㎡、これを含

め合計７筆 ９，０１３㎡を１９，０００円で設定するものです。 

 

１６５ページ、・受付番号４９番、土地の所在 東町字隠居免、台帳・現況とも田、１，

０９７㎡、１筆を０円で設定するものです。 

受付番号５０番、土地の所在 堀越字市戸、台帳・現況とも田、１，８２０㎡、１筆を

１０，０００円で設定するものです。 

受付番号５１番、土地の所在 分田字多割、台帳・現況とも田、１，０５７㎡、これを

含め合計１２筆 １１，２２９㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１６６ページ、受付番号５２番、土地の所在 百津字大野、台帳・現況とも田、２５０

㎡、１筆を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号５３番、土地の所在 堀越字姥田、台帳・現況とも田、９５８㎡、１筆を２３，

０００円で設定するものです。 

受付番号５４番、土地の所在 六日野字六日野、台帳・現況とも田、９５３㎡、これを

含め合計３筆 ３，６２９㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１６７ページ、受付番号５５番、土地の所在 中野字道下、台帳・現況とも田、１，９

７５㎡、これを含め合計３筆 ５，９４５㎡を２３，０００円で設定するものです。 

受付番号５６番、土地の所在 牧島字フケ、台帳・現況とも田、１，９３０㎡、これを

含め合計５筆 ６，３５１㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１６８ページ、受付番号５７番、土地の所在 庄ケ宮字野々宮、台帳畑・現況田、６９

７㎡、これを含め合計５筆 ４，３８１㎡を２３，５００円で設定するものです。 

受付番号５８番、土地の所在 里字栗ノ木田、台帳・現況とも田、４９㎡、これを含め

合計７筆 ７，４５９㎡を２３，０００円で設定するものです。 

 

１６９ページ、受付番号５９番、土地の所在 里字赤早稲田、台帳・現況とも田、１，

０１１㎡、これを含め合計３筆 ４，８４４㎡を２３，０００円で設定するものです。 
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受付番号６０番、土地の所在 保田字山ノ下、台帳・現況とも田、７６５㎡、これを含

め合計１８筆 １７，５４８㎡を２４，０００円で設定するものです。 

 

以上でありますが、農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の要件である「農用地利用集積計画の内容が、基本構想に適合するものである」こと。 

利用権の設定等を受けた後において、備えるべき要件である、「農用地のすべてを効率

的に利用して、耕作又は養畜の事業を行うと認められる」こと。「農作業に、常時、従事

すると認められる」こと。 

利用権の設定等を受けた後において、農作業に常時従事すると認められない場合の、

備えるべき要件である、「地域の農業者との適切な役割分担の下、継続的かつ安定的に農

業経営を行う」と見込まれること。 

利用権を設定する土地について、「関係権利者全ての同意が得られている」ことの各要

件を満たしていると考えます。 

また、地域との調和要件については、地区 担当委員からの現地調査結果でも、「許可

相当」と報告をいただいております。 

 

以上で、議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定

について説明を終わります。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 これから審議に入りますが、賃貸借権設定の１０番案件につきましては、１番 曽我委

員が譲受人であります。 

農業委員会等に関する法律第３１条で規定されている「議事参与の制限」に該当します

ので、退室をお願いし、該当する案件から先に審議したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議がないようですので、そのようにいたします。 

それでは、最初に賃貸借権設定の１０番案件を審議いたしますので、１番 曽我 委員

の退室をお願いいたします。 

 

─ １番 曽我 委員  退室 ─ 

  

１番 曽我 委員が退室されましたので、賃貸借権設定の１０番案件について、審議い

たします。ご質疑がございましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。賃貸借権設定の１０番案件について、原案のとおり承認することにご異

議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。従いまして、賃貸借権設定の１０番案件について、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 

 １番 曽我 委員の入室をお願いいたします。 

 

─ １番 曽我委員  入室 ─ 
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 １番 曽我 委員が着席されましたので、続けます。 

続きまして、議事参与の案件以外の案件について、審議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

  

─ ９番 菅井委員  質問 ─ 

 

９番 菅井 委員どうぞ 

 

９番 菅井です。 

 中間管理機構に手続きする案件ですが、二人で来られて手続きされると思います。 

手続きまでは、二人で話をし納得して手続きをし、事務局はそれを受け付けることにな

ると思いますが、例えばの話ですけれども、議案書を見ていただきたいのですが、１２５

ページの５番案件の場合ですが、賃借料が３０，０００円と少し高い価格に設定されてい

ると思います。 

この場合に、今ですと３０，０００円というと高いと思うのです。２５，０００円くら

い。各地区によってもまた違うのですけれども、京ヶ瀬地区でも３０，０００円というと

少し高いかなと思います。 

事務局の指導というか、話の一つとして「今の平均はこの位ですよ」、「これでもいいの

ですか」という確認を取られているとは思いますが、全体の面積から、この場合はけっこ

うな金額になると思います。 

今、コロナ渦でなかなか米価も上がらない。下がるのは確実で上がる見込みがない。こ

の先の話でありますけれども、なかなか受ける側も経営的に苦しいのではないかなと想像

するわけであります。 

こういう場合に、「平均はこれ位です」なのでとか、事務局として指導などする方法が

あったらお願いします。 

 

─ 事務局 回答 ─ 

 

 事務局 山崎主幹どうぞ 

 

ご質問にお答えいたします。 

もちろん賃借料についての平均値はお示しいたします。 

中間管理機構を利用する９５％は相対であります。この金額でと、お二人が納得して申

請に来られれば、事務局としては受け付けることになります。 

また、事務局から「平均値はこの位ですので、この金額にしてください」とは言えませ

ん。 

あくまで参考値としてお示しすることになります。 

 菅井委員の言うとおり、米価も低下してきています。 

期間が１０年ですので、この金額ままで行けるかどうかはわかりませんが、このまま３

０，０００円でということではありません。 

毎年、耕作者へは賃料の変更について、農林公社からお知らせが行きますので、その際

に、あまりにもかけ離れた場合ですけれども、お二人で相談して変更する場合は、「農業

委員会へ届出が必要である」と、お知らせしてあるものです。 

 

─ １３番 松田委員  質問 ─ 

 

１３番 松田 委員どうぞ 

 

１３番 松田です。 

 私は反対の意見ですが、土地改良区の理事長という立場もあり、今ほど３０，０００円

が高いという意見がありましたが、土地改良費がだいたい平均で８，０００円、高いのは
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２５，０００円くらいになります。 

賃貸借料金は低いのが１０，０００円、若しくは１０，０００円以下となっています。 

また、阿賀野市内で土地改良区に入っていないのは、草水地区と小松地区だけになりま

す。あとは、ほとんど土地改良区に入っています。 

１０，０００円というのは。私の立場で言えば、納得がいかないかもしれませんが、安

いのではないかと、前々から思っていました。 

この場合、耕作者が土地改良費を支払うということでしたが、あとはほとんど地主さん

が支払うということであります。 

その辺、妥当なのかどうかは、それぞれの判断になるのですが、３０，０００円が高い、

私のように１０，０００円が安いとなると、先ほどと同じような論法になるのでしょうけ

れども、事務局から指導してもらえればと思いますがどうでしょうか。 

 

─ 事務局 回答 ─ 

 

 事務局 山崎主幹どうぞ 

 

ご質問にお答えいたします。 

 時々１０，０００円という金額はありますが、事務局では双方で決めて来られているわ

けであり、「低いですね」とお聞きすることはできますが、指導することは現状できません。 

 

ここで、しばらく休憩いたします。この会場の時計で１４時５０分まで休憩いたします。 

 

 ─ 休   憩 ─ １４時４０分から１４時５０分まで 

 

 それでは再開いたします。 

引き続き、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議事参与の案件以外の案件について、原案のとおり承認することにご異

議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。従いまして、議事参与の案件以外の案件について、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 

 これで、議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定

について、全て原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 ここで説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  斎藤局長 ─ 

 

 続きまして、日程第１１ 議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。斎藤 局長、お願いします。 

 

議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、

ご説明申し上げます。 

議案書は別冊となっております。 

議案第６号の活動の点検・評価、次の議案第７号の活動計画の作成につきましては、農
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業委員会等に関する法律第３７条、同法施行規則第１５条、および、平成２８年３月４日

付の２７経営第２９３３号 農林水産省 経営局 農地政策課長通知に基づき、作成し公

表しなければならないこととなっております。 

今月の総会では、その原案をご審議いただくため、上程させていただいたものでありま

す。 

なお、このあとの公表までの予定でございますが、関係機関の皆様へ「ご意見等」につ

いて依頼すると共に、パブリックコメントを実施、その結果を基に、農業委員会の見解を

加え、補正した後に、最終案として６月の総会に議案上程させていただきたいと考えてお

ります。 

  それでは最初に、１ページをご覧ください。 

大項目の１ 農業委員会の状況でございます。  

こちらにつきましては、前年度作成いたしました、令和２年４月１日現在の状況で、記

載のとおりでございます。 

 

続きまして、２ページをご覧ください。 

大項目の２ 担い手への農地の利用集積・集約化でございます。 

前年度作成いたしました、現状、課題、目標、および、活動計画に対しまして、項目２

の集積実績につきましては ３７４ｈａで、これまでの合計集積面積は ４，４０７ｈａ、

目標値に対する集積率は １０６．６３％でございました。 

項目３の活動実績につきましては、「年間を通じ、関係機関とのきめ細やかな連携によ

り対応した」、「担い手農家に農地が集積されるよう「あっせん活動」を展開した」といた

しました。 

次に、項目４の、目標に対する評価につきましては、「令和４年度の目標値に近づくこ

とができた」、「農地が、高齢化や後継者不足等により、現担い手へ集積した」とし、活動

に対する評価につきましては、「関係機関との連携、きめ細やかな対応、あっせん活動に

より、数値目標を達成できた」といたしました。 

 

続きまして、３ページをご覧ください。 

大項目の３ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進でございます。 

前年度作成いたしました、現状、課題、目標、および、活動計画に対しまして、項目２

の参入目標につきましては、３経営体のところ、実績は２経営体で、達成状況６６．７％、

参入面積につきましては、目標８．４ｈａのところ、実績は１６．７ｈａで達成状況１９

８．８％でございました。 

項目３の活動実績につきましては、「新規就農者支援体制連絡協議会を開催することが

できなかった」、「新規参入希望者へは、関係機関と連携して対応した」といたしました。 

次に、項目４の目標に対する評価につきましては、「支援体制について、関係機関との

連携と、継続した支援体制の整備が必要である」とし、活動に対する評価につきましては、

「新規参入希望者に対しては、各分野の担当者同士で、連絡を密にして対応した」、「新規

就農者支援体制連絡協議会については、現状から見直す必要がある」といたしました。 

 

続きまして、４ページをご覧ください。 

大項目の４ 遊休農地に関する措置に関する評価でございます。 

前年度作成いたしました、現状、課題、目標、および、活動計画に対しまして、項目２

の解消目標につきましては、０．７ｈａのところ、実績は０．２３ｈａで、目標値に対す

る解消率３２．８６％でございました。  

項目３の活動実績は、記載のとおりでございますが、農地の利用意向調査数は、令和元

年度の１３筆から２筆に、調査面積は０．５ｈａから０．１ｈａと、減少が図られました。 

 

続きまして、５ページをご覧ください。 

項目４の目標に対する評価につきましては、「継続的な指導により、遊休農地の解消が

図られた」、「利用意向調査により、所有者自ら解消に向けた意向を確認できた」とし、活

動に対する評価につきましては、「日常的な農地パトロールと農地の地域調和要件等の確
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認の実施、また、情報提供等により現地調査を実施、早期発見、早期指導が、新たな遊休

農地の発生を抑制している」といたしました。 

 

続きまして、６ページをご覧ください。 

大項目の５ 違反転用への適正な対応でございます。 

前年度作成いたしました、現状、課題、及び活動計画に対しまして、項目２の実績につ

きましては０．０６ｈａで、前年度と同数値でございました。  

項目３の活動実績につきましては、「文書による通知」、「市ホームページに農地法の手

続きについて掲載した」といたしました。 

活動に対する評価につきましては、「農地パトロールや日常的な現地確認等が抑止効果

となった」、「「知らなかった」を防ぐため、農地法第４条、５条の周知方法について、更

なる工夫が必要である」といたしました。 

 

続きまして、７ページをご覧ください。 

大項目の６ 農地法等によりその権限に属された事務に関する点検でございます。 

事務処理件数につきまして、項目１の「農地法第３条に基づく許可事務」は、令和元年

度プラス１２件の６０件、項目２の「農地転用に関する事務」は、マイナス６件の３９件

でございました。 

 

続きまして、８ページをご覧ください。 

項目３の 農地所有適格法人からの報告への対応でございます。 

農地所有適格法人数３１法人のなかで、２法人が令和２年度中での設立でありますの

で、報告書の提出を求めていないものであります。 

項目４の 情報の提供等につきましては、記載のとおりでございます。 

 

続きまして、９ページをご覧ください。 

大項目の７ 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容でございますが、このあと

に実施する、関係機関からのご意見やパブリックコメントの結果等を、記載することにな

っております。 

続きまして、大項目の８ 事務の実施状況の公表等でございます。 

市のホームぺージに、「総会議事録」、「総会等予定日カレンダー」、「総会が公開である

こと」など。また、今、ご審議いただいております「活動計画の点検・評価」、議案第７

７号でご審議いただきます「活動計画」について、作成済み年度のものを掲載し、公表し

ているところであります。 

 

以上で、議案第６号につきまして、説明を終わります。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 これから審議に入ります。議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  

（ 「異議なし」の声 ） 
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 異議なしと認めます。従いまして、議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向け

た活動の点検・評価（案）について、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きまして、日程第１２ 議案第７号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。斎藤 局長、お願いします。 

 

議案第 7号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、ご説明

申し上げます。 

先ほどご説明を申し上げました、議案第６号 令和２年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価（案）を踏まえまして、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）を作成したものでございます。 

それでは、議案書別冊の１０ページをご覧ください。 

最初に、大項目の１ 農業委員会の状況でございます。  

こちらにつきましては、令和３年４月１日現在の状況で、記載のとおりでございます。 

なお、農林業センサスに基づく記載箇所につきましては、令和２年に実施されましたが、

市町村別の数値は、この原案作成時では、まだ公表されておりませんので、前年度と同じ

数値となっております。 

 

続きまして、１１ページをご覧ください。 

大項目の２ 担い手への農地の利用集積・集約化でございます。 

項目１の課題につきましては、「あっせん申し出が増加している」など、現状を記載し、

加えて「担い手の確保と集落営農組織や法人化など、経営体への利用集積を推進していく

必要がある」といたしました。 

項目２の目標につきましては、前年度の実績が、集積率６９．７１％となり、令和４年

度での達成目標率でありました、集積率７０％に接近することができましたので、更なる

集積を目指し、３年後の令和５年度での目標値を、集積率７５％、４，７４２ｈａとし、

目標達成のために必要な増加集積面積３３５ｈａを３年で除した１年分、約１１２ｈａを

令和３年度の新規集積面積として、設定したものでございます。 

なお、活動計画につきましては、前年度と同じ内容で、記載のとおりでございます。 

続きまして、大項目の３ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進でございます。 

項目１の課題につきましては、新規参入に係る現状を記載し、加えて「関係機関の連携

と継続した支援体制の整備が必要である」とし、項目２の参入目標数につきましては、前

年度と同じく３経営体、参入目標面積は、過去３年間の新規参入経営体の平均面積から算

出し、１０．２ｈａといたしました。 

活動計画につきましては、「新規参入を支援する、関係機関担当者の役割を明確化する

ことで、サポート体制を充実させ、支援のスビート化を図る」といたしました。 

 

続きまして、１２ページをご覧ください。 

大項目の４ 遊休農地に関する措置でございます。 

項目１の課題につきましては、事業や施策等を活用して減少を図る必要がある」とし、

項目２の目標につきましては、現遊休農地面積の７０％減少を図ることとし、前年度と同

じ０．７ｈａといたしました。 

活動計画につきましては、前年度実績を参考に、実施時期及び方法等、記載のとおりと

いたしました。 

続きまして、大項目の５ 違反転用への適正な対応でございます。 

項目１の課題につきましては、「目の届きにくい山沿いや耕作ほうき地において、違反

転用や不法投棄が発生しやすい環境にある」、「日常的な関係機関からの情報提供や農地パ

トロールの実施が、抑止効果となるよう、その活動の周知方法を検討する必要がある」と

いたしました。 

 

続きまして、１３ページをご覧ください。 

項目２の活動計画でございます。 
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前年度とほぼ同じでありますが、令和２年１２月から、市の新たな情報発信として、ラ

インやツイッター等が加わりましたので、５行目に周知媒体として、新たに「ＳＮＳ」を

記載いたしました。 

 

以上で、議案第７号につきまして、説明を終わります。 

ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 これから審議に入ります。議案第７号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第７号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）に

ついて、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。従いまして、議案第７号 令和３年度の目標及びその達成に向け

た活動計画（案）について、原案のとおり承認すること決定いたしました。 

 続きまして、日程第１１ その他について、事務局よりお願いします。 

 

特にございません。 

 

 

 事務局からは特にないようですが、皆さんの方から何かございませんでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 特にないようですので、以上で、本日の総会の案件の審議はすべて終了いたしました。

ご協力ありがとうございました。 

 

－ １５時３０分終了 － 
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